
沖縄進入管制（通称「嘉手納ラプコン」）の日本側への移管(概念図)

凡例

日 日本側(国交省)管轄空域

米 米側管轄空域

日本側(国交省)管制官

米側管制官

注１：平成22年3月31日の移管以降、進入管制は、日本側(国交省)管制官が那覇空港において
実施する。また、進入管制の名称が、「沖縄進入管制」（いわゆる嘉手納ラプコン）から「那覇進入
管制」に変更される。

注２：ラプコン移管後も、嘉手納飛行場等に着陸又は接近する米軍機に対する連絡調整や誘導
のため、数名の米側管制官が那覇空港において業務を行う。
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